
中小企業におけるハラスメント対策の必要性
～ハラスメント外部相談窓口サービスの有効活用に向けて～

株式会社NextEAP

ハラスメント外部相談窓口サービス

https://eapservice-nexteap.com/

info@eapservice-nexteap.com

https://eapservice-nexteap.com/
mailto:info@eapservice-nexteap.com


すべての事業主のハラスメント対策が
必須（義務）に！

2022年4月からすべての企業において従来か
ら対策が義務付けられていた「セクハラ」、
「マタハラ」に加え、「パワハラ」に対しても
具体的防止措置を実施しなければならないこと
になりました。
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代表的なハラスメント

ハラスメント共通定義は 「言動」・「就業環境が害される」

１．セクハラ：『職場において行われる性的言動に対するその雇用
する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を
受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害され
ること』

２．マタハラ：『妊娠・出産したことや育児・介護休業などを利用す
ることに対する言動により、不利益な取り扱いを受けたり、就業環境
が害されること』

３．パワハラ：『職場において行われる優越的な関係を背景とした
言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超たものによるその雇
用する労働者の職場環境が害されること』
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厚生労働省がまとめた二〇一八年度の都道府県の
各労働局に寄せられた労働関係のトラブルの相談状況よ
り
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職場のいじめ、いやがらせ相談に関する状況推移

（厚生労働省「平成30年度個別労働紛争解決制度施行状況」より）
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精神障害の労災請求件数が2,060件（令和元年度）
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ハラスメントはなぜ問題なのか

ハラスメント

行為者への影響
・懲戒処分

・信頼の失墜
・損害賠償

・メンタル不全

企業への影響
・社会的信用の低下
・生産性/効率の低下

・人材流失
・損害賠償

周囲への影響
・職場環境の悪化

・労働生産性の低下
・業務負担の増加

被害者への影響
・働く意欲の低下
・メンタル不全

・出勤不能
・退職
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裁判で企業が問われる法的責任

職場でハラスメントの問題が発生すると、

裁判によって企業がその責任を問われる可能性が
あります。

➢安全配慮義務違反による債務不履行責任

（使用者が労働者に対する安全配慮義務に違反すると認められる場合）

➢権利の乱用による不法行為責任

（業務命令権や人事権などの範囲の逸脱・乱用であると認められた場合）

➢使用者責任としての不法行為責任

（企業が遂行する事業に関して、使用する労働者が第三者に損害を与えた場

合）
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9

企業経営に必須となったハラスメント対策

ハラスメ

ント対策

労務リスク

マネジメント

生産性低下の

防止

コンプライア

ンス

安全配慮義務違反
による労災認定お
よび賠償請求のリ
スク

労働施策総合推
進法をはじめと
する法令順守

個人だけでな
く、職場全体
に影響



パワハラ対策の法制化
～労働施策総合推進法の改正～

１．職場におけるパワハラ防止のために、雇用管理上必要な措置を

講じることが事業主の義務となります
（適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります）。

２． パワハラに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を
行うことができるようになります。

３．職場のパワハラの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等については、
指針に示されています。

▶ 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

▶ 苦情などに対する相談体制の整備

▶ 被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等
改正ポイント
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事業主に求められる措置義務（10項目）

事業主は職場のパワハラを防止するため、雇用管理上の措置を

必ず講じなければなりません。

１．事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

２．就業規則等の規定整備

３．相談窓口の設置

４．相談窓口担当者による適切な対応を行う体制整備

５．事実関係の迅速かつ正確な確認

６．被害者に対する配慮の措置

７．行為者に対する適正な措置

８．再発防止に向けた措置

９．相談者・行為者等のプライバシー保護に必要な措置

10．相談したこと等を理由として不利益な取り扱いをされない旨の規定整備
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セクハラ等防止対策の実効性の向上
～男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法の改正～

１ セクハラ等の防止に関する国・事業主・労働者の責務が

明確化※されます
（パワハラ、いわゆるマタハラも同様（２、４も同じ。））

※ セクハラ等は行ってはならないものであり、事業主・労働者の責務として、他の労働者に対する言動に
注意を払うよう努めるものとされています。

２ 事業主にセクハラ等に関して相談した労働者に対して事業主が不利益な取扱い

を行うことが禁止されます

３ 事業主は、自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する
雇用管理上の措置（事実確認等）への協力を求められた場合にこれに応じる
よう努めることとされます

※ あわせて、自社の労働者が他社の労働者等からセクハラを受けた場合も、相談
に応じる等の措置義務の対象となることを指針で明確化します。

４ 調停の出頭・意見聴取の対象者が拡大※されます

※ セクハラ等の調停制度について、紛争調整委員会が必要を認めた場合には、
関係当事者の同意の有無に関わらず、職場の同僚等も参考人として出頭の
求めや意見聴取が行えるようになります。

改正ポイン
ト
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ハラスメントと職場環境

◆本当に怖いのは、ハラスメントを放置する職場環境

◆人間関係からの切り離し（隔離・仲間外し・無視）

が問題

◆加害者を生まない職場づくりが必要

◆加害者、被害者の二者間問題ではなく、黙認者も含めた職
場問題ととらえる

◆「ハラスメントに無関心な職場」にしない

◆組織の問題解決力やコミュニケーションに何らかの問題が
ある職場からハラスメントは発生しやすい
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◆情報の共有が図られている職場

◆コミュニケーションが良好で相互理解・

支援協力のある職場

◆ものが言える職場

◆一人の人間として尊重されていることを感じられる職場

◆目標や価値観がある程度共有されている職場

◆学びのある、成長の得られる職場
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ハラスメントのない職場の6つの条件



外部相談窓口サービスの活用で
このような悩みを解消しませんか

✓社内にハラスメント対策のノウハウがなく、

発生時の適切な対応が分からない

✓社内相談窓口を設置しているが、情報漏えいなどの

懸念から心理的に利用しづらく利用者も少ない

✓専門人材がいないため、社内相談窓口担当者の育成が進
まない

✓ハラスメント防止につながる実効性のある研修をしたい

✓管理職等にハラスメントにならない適切な部下指導のノ
ウハウを伝えたい

✓コストに見合った、信頼できるサービスがほしい

✓皆が安心して働ける職場環境を構築したい。
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NextEAPのハラスメント相談窓口サービス



End
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